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★お客さま水道情報記入欄★

◆水道料金お支払い月

お支払い月は２か月に１度（奇・偶数月）です。
　※お住まいの地域により，水道料金のお支払い月が異なります。

◆お客様番号

水戸市 上下水道局 水道部
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(内消費税(10％)等)

(内消費税(10％)等)

検針票について

◆「水道使用水量等のお知らせ」のご確認を

お問合わせの際はお客様番号をお知らせください。お支払い月
につきましては，こちらでご確認ください。また，この冊子の
表紙にお客様番号とお支払い月をメモする箇所がございますの
で，ご記入いただき大切に保存してください。

　一般家庭の水道料金は，2か月ごとの検針により，お支払いいた
だきます。また，公共下水道を利用している場合は，下水道使用料
を併せてお支払いください。使用水量・料金などについて，詳しく
は検針の際に投函させていただく「水道使用水量等のお知らせ」を
ご覧ください。

前回の検針日か
ら今回の検針日
までの間のご使
用水量です。

通常と異なる使
用状況のときや
お知らせがあると
きに記載します。

メータ検針
に関するお
問合わせは，
こちらまで
お願いいた
します。

今回お支払いいただく
水道料金と下水道使
用料の合計金額です

検針は２か月に
1度行います。 ※水道使用水量等のお知

らせの右側にはお支払い
方法によって領収書等が
付いています。

※このお知らせにより直接集金にお伺いすることはございません。
※口径40mm以上のものは１か月に１度検針を行います。

事業者名　*******
登録番号　*******
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令和5年12月

令和5年12月26日

12,717

543
5,979
612
6,738

令和5年11月25日

検針日 検針員

水道　太郎































水道水を安全・安心にお届けするために

◆安心をお届け

◆水道水の水質

◆放射性物質について

メダカの運動量の変
化で，水質の異常が
わかる原水水質自動
監視装置が浄水場に
あります。

ぼくたちも
水質を監視するお仕事を
お手伝いしてます♪

　水道水は浄水場を出た後も，配水池や末端給水栓（蛇口）などの
多くの箇所で水質検査を行っており，安全性が確認されております
ので，安心してお使いいただけます。

　水戸市の水道水は，水道法に定められた水質基準を満たす，安全
で良質な水道水です。浄水管理事務所では，水道水質検査結果の
精度と信頼性を第三者機関から客観的に保証される「水道ＧＬＰ」
の認定を取得しています。これからも品質管理技術の維持・向上
に努めてまいります。

　平成24年４月「食品中の放射性物質の新たな基準値」が厚生労
働省より設定されました。この基準に伴い，水道水は放射性セシウ
ムを年間10ベクレル/kg未満とすることが管理目標値となりました。
　茨城県の検査機関によって水戸市の水道水も毎月検査を受けてお
り，不検出となっております。

　最新の水質検査結果につきましては，茨城県ホームページや水戸
市ホームページで公表しています。
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